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税務相談センターを開設

　近畿税理士会富田林支部では、「税務

相談センター」

を開設し、国税

などに関する税

務相談を無料で

実施します。

とき　６月１０日、７月８日、８月１２日、

９月９日、１０月１４日、１１月１１日の金曜

日、いずれも午後１時～４時

ところ　市役所１階課税課前会議室

申し込み　相談希望日の１週間前まで

（月～金曜日の午前９時～午後４時）

に、電話で同支部（若松町西二丁目１７０２

の１）〔(２５)６２５０〕へ

ものわすれ相談のご利用を

　ものわすれなどの気掛かりな症状や

認知症の予防、認知症の人への対応方

法などの相談を看護職がお伺いしま

す。

　また、タッチパネル式のパソコンを

使った「ものわすれ健診」も実施しま

す。

とき　６月８日、午後１時３０分～３

時

ところ　総合福祉会館（当日、直接会

場へ）　

参加費　無料

問い合わせ　高齢介護課（内線１８９）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

不動産に関する無料相談

　「大阪府宅地建物取引業協会南大阪

支部」と「全日本不動産協会大阪府本

部大阪南支部」が連携し、不動産に関

する無料相談を実施します。

とき　７月７日、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室

内容　住宅の購入や賃貸マンションの

契約など不動産を安全に取引するため

の事前相談　

定員　６人（申し込み先着順）　

申し込み　６月６日～７月６日

（土・日曜日を除く、午前９時～午後

４時）までに、「大阪府宅地建物取引業

協会南大阪支部」〔０７２(９５８)３００５〕へ

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）



母子・父子家庭高等職業訓練
促進給付金等事業

　本市では、ひとり親家庭の親が就業

に結びつきやすい資格を取得するため

に、養成機関で講座を受講する場合に、

その期間中の生活の不安を解消し、安

定した就業環境を維持することを目的

に、同給付金を支給します。

対象者　本市在住のひとり親家庭の親

で、児童扶養手当の支給を受けている、

または同様の所得水準にある人

対象となる資格　看護師、准看護師、

介護福祉士、保育士、理学療法士、作

業療法士、歯科衛生士、美容師、社会

福祉士、製菓衛生士、調理師

給付金の種類

①訓練促進給付金　支給期間の上限は

３年間で、次の金額を支給

●市・府民税非課税世帯＝月額１０万円

●市・府民税課税世帯＝月額７万５００円

②修了支援給付金　各資格の養成課程

修了後、次の金額を支給

●市・府民税非課税世帯＝５万円

●市・府民税課税世帯＝２万５０００円

※同事業利用には受講開始前に事前の

相談が必要になります。

※修業年限が１年以上の養成機関にお

いて修業する場合のみ対象となりま

す。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　こども未来室（内線２０６）

ひとり親家庭高等学校卒業程
度認定試験合格支援事業

　本市では、ひとり親家庭の親の自立

および生活の安定に寄与することを目

的に、高等学校卒業程度認定試験の合

格をめざして、民間事業者などが実施

する対策講座を受講する場合に、その

費用に対して給付金を支給します。

対象者　本市在住のひとり親家庭の親

または児童で、申請者が児童扶養手当

の支給を受けている、または同様の所

得水準にある人

給付金の種類

①受講修了時給付金　受講後に対象講

座の受講のために支払った費用（入学

料および受講料に限る）の２０㌫を支給

※支給額の上限は１０万円です。ただ

し、支給額が４０００円を超えない場合は

 

水道の漏水にご注意ください

　水道水の使用量が増える原因には、

使用状況の変化や漏水、季節的な要因

などの理由が考

えられます。

　特に漏水は、

始めのうちはわ

ずかでも、その

量は日ごとに多

くなっていきま

す。これが続く

と、貴重な水が無駄になり料金も高額

になります。

　水道メーターを確認し、水道を使用

していないのにパイロットが回転して

いるときは、漏水の疑いがありますの

で市管工事業協同組合〔０１２０(０３２)

４９７〕へご相談ください。

 

母子・父子家庭自立支援教育
訓練給付金事業

　本市では、ひとり親家庭の親の自立

促進を図ることを目的に、同給付金を

支給します。

対象者　本市在住のひとり親家庭の親

で、児童扶養手当の支給を受けている、

または同様の所得水準にある人で、雇

用保険法による教育訓練給付制度の受

給資格を有していない人

対象となる講座　雇用保険法による教

育訓練給付制度の指定教育訓練講座

支給額　対象講座の受講のために支

払った費用（入学料および受講料に限

る）の６０㌫を支給

※支給額の上限は２０万円です。ただ

し、支給額が１万２０００円を超えない場

合は支給しません。

※同事業利用には、受講開始前に事前

の相談と対象講座の指定申請が必要に

なります。また、指定講座受講終了後

に支給申請が別途必要です。詳しくは

お問い合わせください。

問い合わせ　こども未来室（内線２０６）

上下水道

教　育

支給しません。

②合格時給付金　合格後に対象講座の

受講のために支払った費用（入学料お

よび受講料に限る）の４０㌫を支給

※ただし、①と②の支給合計額の上限

は１５万円です。

※同事業利用には受講開始前に事前の

相談と申請が必要になります。詳しく

はお問い合わせください。

問い合わせ　こども未来室(内線２０６）

 

引きこもり相談窓口

　市内在住の１５歳（中学校卒業後）か

らおおむね３９歳までの人で引きこもり

などに悩んでいる人とその保護者を対

象に、カウンセラーによる相談を実施

します。

とき　①６月２３日、②７月２８日、

いずれも午後１時～２時３０分、午後２

時３０分～４時

ところ　青少年センター　

定員　各１人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　①は６月６日～１６日、

②は７月６日～２１日（土・日曜日、

祝日を除く、午前９時～午後５時３０分）

までに、生涯学習課〔(２４)１４５１〕へ

子どもの人権110番電話相談

　法務省の人権擁護機関では、「子ども

の人権１１０番」を設置しています。

　このたび、強化週間としていじめや

不登校、体罰、児童虐

待などについて、人権

擁護委員や法務局職員

が電話で相談を受け付

けます。

　相談は無料、秘密は

厳守しますのでご利用

ください。

とき　６月２７日～７月３日、午前

８時３０分～午後７時（土・日曜日は午

前１０時～午後５時）

相談専用電話〔０１２０(００７)１１０〕

問い合わせ　大阪法務局人権擁護部

〔０６(６９４２)９４９６〕

相　談

２３



介護保険認定申請や住宅改修
についての強引な勧誘にご注
意ください

　最近、市役所関係者を装い「介護保

険認定があれば、住宅改修が安くでき

る」などと言って訪問し、介護保険の

認定申請を迫ったり、住所や名前など

を控えて、勝手に申請をしたりする

ケースが発生しています。

　介護保険の住宅改修は、自立を支援

するために大きな意義を持つものです

が、皆さんからの大切な保険料などに

より賄われています。工事をされる場

合は必要性などを十分にご検討くださ

い。

強引な工事業者に 騙 されないために 
だま

○いらないと思ったものはハッキリと

断りましょう 

○ その場で決めないで、家族や友人、

ケアマネジャーに相談しましょう 

○ 住所や名前、電話番号などを不用意

に教えないようにしましょう 

　怪しいなと思ったらまずはお問い合

わせください 。

問い合わせ　高齢介護課（内線１７７～

１７９）

ぴあ介護相談員募集

　ぴあ介護相談員は、介護保険施設な

どを月４回程度訪問して利用者の声を

聞き、事業者との橋渡しをすることに

より、サービスの向上を図る活動をし

ています。

対象者　市内在住で介護保険サービス

事業所に所属しておらず、介護など福

祉ボランティア活動に理解があり、介

護相談員養成研修（計６日間必須）を

受講できる人

募集人数　４人

申し込み　６月１日～、高齢介護課

に備え付けの応募用紙に必要事項を記

入し、２日～１５日までに高齢介護

課（内線１７７）へ

※一次選考は書類審査、二次選考は面

接（６月２２日）となります。

※募集説明会を６月８日、午後４時

３０分～、市役所５階介護認定審査会室

で開催しますので、希望する人は当日、

直接会場へお越しください。

 

学童クラブ指導員（補助員）
の登録を受け付け

　本市では、児童の健全な育成を図る

ため、全ての市立小学校で学童クラブ

を開設しています。

　学童クラブでは、就労などにより放

課後に保護者が家庭にいない児童を対

象に、遊びや生活の場を提供していま

す（利用の申し込みは随時受け付け）。

　現在、夏休み期間中の開設時間延長

に伴い、指導員（補助員）の登録を受

け付けています。

勤務地　市立小学校内学童クラブ

勤務時間　夏・冬・春休み期間中の月

～金曜日、午前８時～１０時３０分、午後

５時～７時　

賃金　時給９６０円　

申し込み　６月２０日までに、履歴書

に資格証明書などを添えてこども未来

室（内線２９６）へ

※教員・保育士の資格免許を有する人、

または子ども会活動などで指導者とし

ての知識・経験が豊富な人を優先しま

す。

市立保育所夏期アルバイト募集

勤務期間　７月２１日～８月３１日

（土・日曜日、祝日は除く）

勤務地　市立保育所

職種　保育士など

対象者　１８歳以上の人（高校生は除く）

※有資格者を優先します。

賃金　時給１０４０円（保育士資格のない

人は時給９６０円）

申し込み　６月２０日までに、こども

未来室または各保育園に備え付けの申

込用紙に必要事項を記入し、写真を添

えて、こども未来室（内線２９６）へ

募　集
 

28年度市・府民税納税通知書
を送付

　２８年度の市・府民税納税通知書は、

６月８日に発送する予定です。

　２８年度の市・府民税（住民税）は、

２７年中に所得があり、２８年１月１日現

在、市内に在住または事業所などを有

する人に課税されます。

　通知書がお手元に届きましたら、期

割とそれぞれの納期限をご確認の上、

期限内に納付してください。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２、

１１７）

土地の利用変更や家屋の新築・
増築、取り壊しをした場合は届
け出を

　宅地や農地、山林を駐車場や資材置

き場などに利用される場合や、元に戻

された場合は、課税方法・税額が変わ

りますので届け出てください。

　また、家屋の新築や増築、取り壊し

をされた場合も必ず届け出をしてくだ

さい。

　なお、倉庫や物置なども課税の対象

となる場合があります。

　いずれも法務局で、土地については

地目変更登記、家屋については表題・

滅失登記を済まされた場合は必要あり

ません。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

税

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２４



 

ワンポイント！介護講習会

　在宅介護に必要な介護方法につい

て、実技を中心とした講習会を開催し

ます。

とき　６月２４日、午後２時～３時３０分

ところ　中央公民館喜志分館（レイン

ボーホール内）　※駐車場には限りが

ありますので、できるだけ公共交通機

関をご利用ください。

内容　 清 
せい

 拭 介助、ベッドや車いすへの
しき

移動・移乗介助について

定員　３０人　参加費　無料

持ち物　飲み物 

申し込み　６月２２日までに高齢介護

課（内線１９７）へ（申し込み多数の場合

抽選）

福祉（介護・看護など）の　 
お仕事・事業所見学会

とき　６月２０日、午後１時５０分～

ところ　医療法人弘生会老寿サナトリ

ウム（河内長野市小山田町３７９の５）

※申し込み方法など詳しくはお問い合

わせください。

問い合わせ　ハローワーク河内長野

〔(５３)３０８１〕

 

28年４月分以降の年金額は
27年度から据え置きとなり
ます

　２８年４月分（６月１５日支払い分）

からの年金額は、法律の規定により、

物価、賃金によるスライドはされず、

２７年度から据え置きとなります。

　ただし、２７年１０月に施行された、被

用者年金一元化法により、年金額（年

額）の端数処理がそれまでの１００円未満

四捨五入から、１円未満四捨五入に改

められたため、２８年４月分から、月額

で数円の増減が生じます。

　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

講　座

国民年金

年金受給者への振込通知書の
送付は年１回です

　国民・厚生・船員年金は、年６回偶

数月に２カ月分支給（支払い月の前２

カ月分）されますが、年金振込通知書

は毎年６月の年１回、１年間の年金支

払予定額などのお知らせとともに送付

します。ただし、郵便局の窓口で年金

送金通知書により現金で年金を受け

取っている人は、年６回支給月ごとに

年金送金通知書が送付されます。

　なお、年度途中で年金の支給額や振

込金融機関などに変更があった場合は

その都度、変更後の額や金融機関につ

いてお知らせします。年金振込通知書

は、大切に保管してください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

 

28年度保険料額が決定しま
した～６月中旬に本決定通知
書を送付します～

　６月中旬に国民健康保険の被保険者

世帯に保険料の本決定通知書をお送り

します。同通知書では、２７年中の収入

を基に確定した年額保険料額を、６月

から来年３月までの１０期分に等分して

賦課しています。

※保険料を納付書で納められる場合

は、納付期限内に納めてください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、

１５１）

 

愛の献血

　富田林商工会青年部では、病気やけ

がなどで輸血を必要としている人のた

め、次のとおり献血を実施します。

とき・ところ　６月１１日、午後２時

～４時３０分＝すばるホール

※献血を受けていただける条件など詳

しくはお問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２００〕

国民健康保険

福　祉

献血にご協力を

とき・ところ　６月１５日＝午前１０時

～午後０時３０分＝錦郡小学校、７月２

日、午前１０時～午後４時３０分＝エ

コール・ロゼ

※献血を受けていただける条件など詳

しくはお問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２００〕

軽度難聴児の補聴器購入費を
一部助成します

　難聴児が早期に補聴器を装着するこ

とは、日常生活や学習への支障を少な

くし、言語能力の獲得に非常に有効で

あることから、本市では軽度難聴児（１８

歳未満で両耳の聴力が３０デシベル以

上）に対して補聴器の購入費用の一部

を助成することになりました。なお、

府では中度難聴児（両耳の聴力が６０デ

シベル以上７０デシベル未満）に対して、

補聴器購入費用の一部を助成していま

す。

※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９３）
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申込書を、６月２０日まで高齢介護課、

金剛連絡所、人権文化センター、けあ

ぱる、市社会福祉協議会、富田林保健

所、南河内府民センターで配布します。

※詳細は、申込書に添付の要領をご覧

ください。

■資格更新を忘れていませんか

　介護支援専門員の資格は、５年ごと

の更新が必要です。

　更新するためには、有効期間満了日

までに更新研修を修了し、更新の申請

手続きをする必要があります。

問い合わせ　（一財）府地域福祉推進財

団（ファイン財団）ケアマネ係〔０６

(６７６３)８０４４〕、資格更新に関することは

（公社）大阪介護支援専門員協会

〔０６(６３９０)４０１０〕

介護保険

２５


